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『岡山労働局働き方改革推進本部』の設置について 
～企業の自主的な働き方の見直しを推進～ 

 

岡山労働局（局長 三上明道）は、本日、岡山労働局長を本部長とする『岡山労働局働

き方改革推進本部』を設置し、所定外労働時間の削減、年次有給休暇取得促進を始めとす

る働き方改革の実現に向けた取組をさらに強化するとともに効果的に情報発信を行うこと

といたしました。 

 

―岡山労働局働き方推進本部の取組― 

◆ 労使団体への要請 
労働局長等が県内の労使団体を訪問し、働き方改革について傘下企業等に

対する取組の要請、本部の設置やポータルサイトの周知等に対する協力の要

請を行います。 

 

◆ 企業トップへの働きかけ 
労働局長等が県内企業のトップ等経営者を訪問し、各企業の実情に応じた

長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進を始めとする働き方の見直しに

取り組むよう働きかけます。 

 

◆ 取組事例の情報発信 
訪問企業における取組内容等について、企業の了解を得て、労働局のホー

ムページや厚生労働本省のポータルサイトに掲載するなど、情報発信に努め

ます。 

 

今後の予定 

労使団体への要請に関して、平成 27年 1月 15日（木）午後 3時頃から、岡山県経営

者協会（岡山市北区田町 1-3-1）において、末長範彦会長に対して、岡山労働局長が直

接要請書を手交し、協力要請を行います。 

また、岡山県商工会議所連合会、岡山県商工会連合会、岡山県中小企業団体中央会、

連合岡山などに対しても、別途、要請することとしています。 
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「働き方改革」の推進について 

 

我が国の労働時間の状況をみると、労働者一人平均の総実労働時間は1700時間台まで減

少してきているものの、近年の主な減少要因はパートタイム労働者の比率の増加によるも

のであり、いわゆる正社員等一般労働者の総実労働時間は依然として2000時間台で推移し

ている。また、週の労働時間が60時間以上の雇用者の割合は近年低下傾向にあるものの、

依然として１割弱で推移しており、新成長戦略（平成22年６月18日閣議決定）における一

定の経済成長を前提とした政府目標である「2020年までの目標」「５割減」（具体的には

５％）の達成に向けて課題を残している状況にある。さらに、年次有給休暇の取得率をみ

ると、近年５割を下回る水準で推移しており、同戦略における政府目標である「2020年ま

での目標」「70％」に向けて一層の取組が求められている状況にある。 

 

このため、「『日本再興戦略』改訂 2014」（平成26年６月24日閣議決定）において、「新

たに講ずべき具体的施策」として「働き方改革の実現」が掲げられ、その具体策として「働

き過ぎ防止のための取組強化」が明記されるなど、長時間労働対策の強化が政府としての

喫緊かつ重要な課題となっている。 

 

労働者の心身の健康確保、仕事と生活の調和、女性の活躍推進等の観点から、法定労働

条件の履行確保を前提とした上で、個々の企業において、労使の話し合いを通じて、所定

外労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進、始業及び終業の時刻の設定の見直し、勤務

地や勤務時間等を限定した多様な正社員制度、適正な労働条件の下でのテレワークの普及

など長時間労働や転勤を一律の前提とする雇用管理を見直す「働き方改革」を進めていく

ことが求められている。 

厚生労働省としては、長時間労働対策を総合的に推進するため、本年９月30日に厚生労

働大臣を本部長とする「長時間労働削減推進本部」を設置し、働き方改革については、同

本部の下に「働き方改革・休暇取得促進チーム」として労働基準局幹部が企業訪問による

企業トップ等への働きかけを行うなど、企業の自主的な取組を促進しているところである。 

こうした中、我が国の急速な少子高齢化の進展に対応し、人口の減少に歯止めをかける

とともに、それぞれの地域で住みよい環境を確保することを目的とする「まち・ひと・し

ごと創生法」（平成26年法律第136号）も平成26年11月28日に施行されたところである。 

働き方改革の取組については、同法の基本理念にのっとり、仕事と生活の調和の実現に

向けた取組の支援による「ひとの創生」や、地域における雇用の質を重視した「しごとの

創生」にも資するものとして、都道府県等とも連携を密にして推進する必要がある。 

こうしたことを踏まえ、今般、働き方改革の実現に向けた取組をさらに強化するため、

都道府県労働局においても企業トップ等への働きかけ等を積極的に実施することとし、本

対策を的確に推進することとしたものである。 

 

資料１ 「日本再興戦略」改訂 2014の概要 

資料２ 「長時間労働削減推進本部」の設置について 

資料３ 「働き方改革推進本部」の設置について 

資料４ 「岡山労働局働き方推進本部」について 

別 紙 





長時間労働削減推進本部 

本 部 長 
本部長代理 
事 務 局 長 

厚生労働大臣 
厚生労働副大臣（労働担当）、厚生労働大臣政務官（労働担当） 
労働基準局長 

【趣旨】 
「日本再興戦略」改訂2014（平成26年６月24日閣議決定）に、「働き過ぎ防止のための取組強化」が盛り込まれ、
本年６月に「過労死等防止対策推進法」が成立。長時間労働対策の強化は喫緊の課題。 
 ⇒ 大臣を本部長とする「長時間労働削減推進本部」を設置（平成26年９月30日） 

過重労働等撲滅チーム 
 

➀ 長時間労働削減の徹底に向けた
重点監督の実施 

 ⅰ 相当の時間外労働時間が認められる

事業場等   
 ⅱ 過労死等に係る労災請求がなされた

事業場等を対象に、重点監督を実施。 

➁ 相談体制の強化 
➂ 労使団体への要請 
➃ 過労死等の防止に向けた取組 

働き方改革・休暇取得 
促進チーム 

 

➀ 本省幹部による企業経営陣への働き
かけ 

➁ 地方自治体との協働による地域レベ
ルでの年次有給休暇の取得促進 

➂ 切れ目のない年次有給休暇取得促進 

省内長時間労働 
削減推進チーム 
若手職員からの意見聴取や 

民間企業へヒアリング等を行い、 
以下の方策を検討・実施 

 

➀ 長時間労働に係る負担軽減方策につい
て 

➁ 早期退庁・休暇取得促進方策について 
➂ 早期退庁後や休暇の有効な活用事例に
ついて 

 

働き方改革推進本部 
（本部長 都道府県労働局長） 

 

 

 

➀ 労働局長、労働基準部長による企業経営陣への働きかけ
（仕事の進め方の見直しによる時短など） 

 

➁ 地方自治体、労使団体等との連携による働き方の見直し
に向けた地域全体における気運の醸成 （年次有給休暇の取
得促進など） 

「地方創生」につなげる 
 

◯ 仕事と生活の調和を図る
ことができる環境の整備 

◯ 地域の特性を生かした、
魅力ある就業の機会の創出 

〈協力要請・連携〉 
 

・都道府県 
・市町村 
・事業主団体 
・労働団体   
     等 

各都道府県労働局に設置 
（平成27年1月予定） 

企業の自主的な働き方の見直しを推進 



平成２７年１月からの取組について（休み方改革・休暇取得促進チーム） 

先進的な取組事例等について、本省ポータルサイトを活用して
情報発信（平成27年1月本省に開設） 

都道府県労働局に、労働局長を本部長とする「働き方改革推進本部」を設置 
（平成27年1月設置） 

企業経営陣への働きかけ・支援、地域における働き方改革の気運の醸成 

○ 地域の経済団体・労働団体のトップ等に対し、働き方改革に対する 
 協力を要請 
 
 

○ 労働局長や労働基準部長が、地域のリーディングカンパニーを訪問 
 
  企業トップに対して、働き方改革に向けた取組を働きかけ 
   
  働き方・休み方コンサルタントによる企業に対する助言等の支援 
 

 
 

○ 企業における先進的な取組事例の収集、周知 
 
 
 
 
 
○ 事業主団体主催の会合等あらゆる機会を通じた気運の醸成 

企業の自主的な 
働き方の見直し 
を推進 
 
地域における 
働き方改革の 
気運の醸成 



「岡山労働局 働き方改革推進本部」について（平成27年1月９日設置） 

 
 【本部長】労働局長 
 【副本部長】労働基準部長 
 【本部員】総務部企画室長/労働基準部監督課長/職業安定部職業安定課長/雇用均等室長補佐/ 
        その他本部長が指名する者 

～ 平成26年6月に閣議決定された｢日本再興戦略」改訂2014の内容や、平成26年11月に施行
された「まち・ひと・しごと創生法」の基本理念を踏まえ、長時間労働や転勤を一律の前
提とする雇用管理を見直す「働き方改革」の実現に向けた取組体制を強化します ～ 

１ 構成メンバー 

 
◆ 働き方改革の促進のための取組方針の決定 
◆ 働き方改革の促進のための団体・企業トップへの働きかけ 
◆ 働き方の見直しに向けた地域全体における気運の醸成 
◆ その他働き方改革の促進のために必要な取組 

２ 推進本部の実施事項 

 
平成27年1月15日15時頃より、岡山県経営者協会（岡山市北区田町1-3-1 岡山県産業会館3

階）において文書要請を予定しています。 

また、岡山県商工会議所連合会、岡山県商工会連合会、岡山県中小企業団体中央会、連合岡
山などに対しても別途要請することとしています。 

３ 今後の取組予定など 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山労働局働き方改革推進本部を設置しました。 

（平成 27年 1月 9日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山労働局働き方改革推進本部の第 1回会議を開催しました。 

（平成 27年 1月 9日） 


